
救

急

業

務

と

救

急

医

療

と

の

連

携

協

力

を

強

化

す

る

た

め

の

救

急

制

度

改

革

の

推

進

に

関

す

る

法

律

（

案

）

 
目

次

 

 

第

一

章

 
総

則

（

第

一

条

―

第

四

条

）

 

 

第

二

章

 

基

本

方

針

（

第

五

条

―

第

十

三

条

）

 

 

第

三

章

 

救

急

制

度

改

革

推

進

計

画

（

第

十

四

条

）

 

 

附

則

 

 
 

 

第

一

章

 

総

則

 

（

目

的

）

 

第

一

条

 

こ

の

法

律

は

、

救

急

隊

の

出

動

件

数

が

急

増

し

、

救

急

業

務

の

高

度

化

が

求

め

ら

れ

て

い

る

と

と

も

に

、

医

療

制

度

及

び

消

防

組

織

の

改

革

等

に

よ

り

医

療

機

関

の

集

約

化

と

救

急

業

務

の

広

域

化

が

進

み

傷

病

者

の

医

療

機

関

へ

の

搬

送

が

長

距

離

に

わ

た

る

お

そ

れ

が

生

じ

て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

救

急

業

務

と

救

急

医

療

が

異

な

る

主

体

に

よ

っ

て

行

わ

れ

両

者

の

間

の

連

携

協

力

が

十

分

で

な

い

こ

と

に

か

ん

が

み

、

救

急

業

務

に

係

る

制

度

等

の

改

革

（

以

下

「

救

急

制

度

改

革

」

と

い

う

。

）

に

つ

い

て

、

そ

の

基

本

的

な

理

念

及

び

方

針

、

国

の

責

務

そ

の

他

の

基

本

と

な

る

事

項

を

定

め

る

こ

と

に

よ

り

、

救

 
 

一



 

二

急

制

度

改

革

を

集

中

的

か

つ

計

画

的

に

推

進

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

 
（

基

本

理

念

）

 

第

二

条

 

救

急

制

度

改

革

は

、

救

急

業

務

を

医

学

的

管

理

の

下

に

実

施

す

る

等

救

急

業

務

と

救

急

医

療

と

の

連

携

協

力

を

強

化

す

る

た

め

、

次

に

掲

げ

る

事

項

の

実

現

を

図

り

、

も

っ

て

傷

病

者

の

救

命

と

後

遺

症

の

軽

減

を

最

大

限

に

達

成

す

る

こ

と

を

目

指

す

こ

と

を

基

本

と

し

て

行

わ

れ

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

傷

病

者

の

症

状

そ

の

他

の

状

況

を

医

学

的

見

地

か

ら

判

断

し

、

救

急

用

自

動

車

に

よ

る

緊

急

搬

送

そ

の

他

の

必

要

な

救

急

の

措

置

を

選

択

す

る

こ

と

が

で

き

る

体

制

を

構

築

す

る

こ

と

。

 

二

 

傷

病

者

に

対

し

、

必

要

に

応

じ

、

医

師

に

よ

る

救

急

医

療

又

は

医

師

の

指

示

に

基

づ

く

適

切

な

救

急

救

命

処

置

そ

の

他

の

救

急

処

置

が

行

わ

れ

る

体

制

を

構

築

す

る

こ

と

。

 

三

 

傷

病

者

を

そ

の

症

状

そ

の

他

の

状

況

に

応

じ

て

適

切

な

医

療

機

関

に

迅

速

に

搬

送

す

る

た

め

に

必

要

な

医

療

機

関

と

の

連

携

協

力

体

制

を

強

化

す

る

こ

と

。

 

（

国

の

責

務

）

 

第

三

条

 

国

は

、

前

条

に

定

め

る

基

本

理

念

に

の

っ

と

り

、

救

急

制

度

改

革

に

関

す

る

施

策

を

総

合

的

に

策

定

し

、

及

び

実

施



す

る

責

務

を

有

す

る

。

 
（

地

方

公

共

団

体

の

責

務

）

 

第

四

条

 

地

方

公

共

団

体

は

、

第

二

条

に

定

め

る

基

本

理

念

に

の

っ

と

り

、

救

急

制

度

改

革

の

実

現

の

た

め

に

必

要

な

取

組

を

行

う

責

務

を

有

す

る

。

 

 
 

 

第

二

章

 

基

本

方

針
 

（

基

本

方

針

）

 

第

五

条

 

救

急

制

度

改

革

は

、

次

条

か

ら

第

十

二

条

ま

で

に

定

め

る

基

本

方

針

に

基

づ

き

、

推

進

さ

れ

る

も

の

と

す

る

。

 

（

救

急

業

務

に

関

す

る

事

務

の

都

道

府

県

へ

の

移

管

及

び

救

急

本

部

の

設

置

等

）

 

第

六

条

 

救

急

業

務

に

関

す

る

市

町

村

の

事

務

を

都

道

府

県

に

移

管

す

る

と

と

も

に

、

都

道

府

県

に

救

急

本

部

を

置

き

、

医

療

機

関

と

の

連

携

協

力

に

関

す

る

機

能

及

び

救

急

隊

に

対

す

る

指

揮

監

督

を

集

中

的

に

行

う

機

能

を

担

わ

せ

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

救

急

本

部

に

、

救

急

医

療

に

関

す

る

専

門

的

知

識

及

び

経

験

を

有

す

る

医

師

を

配

置

し

、

医

学

的

見

地

か

ら

の

必

要

な

救

急

の

措

置

の

選

択

及

び

救

急

救

命

処

置

そ

の

他

の

救

急

処

置

に

関

す

る

指

示

が

常

時

可

能

と

な

る

体

制

を

整

備

す

る

も

の

と

す

る

。

 

 
 

三



 

四

３
 

救

急

本

部

に

救

急

協

議

会

を

置

き

、

都

道

府

県

及

び

市

町

村

の

職

員

、

救

急

医

療

を

提

供

す

る

病

院

の

医

師

、

診

療

に

関

す

る

学

識

経

験

者

そ

の

他

の

関

係

者

を

構

成

員

と

し

、

そ

の

合

議

に

よ

り

、

救

急

業

務

に

関

し

検

証

を

行

い

、

救

急

隊

員

等

に

対

す

る

指

導

及

び

教

育

そ

の

他

救

急

業

務

に

関

し

意

見

を

述

べ

る

体

制

を

整

備

す

る

も

の

と

す

る

。

 

４

 

前

三

項

に

規

定

す

る

と

こ

ろ

に

よ

り

行

わ

れ

る

救

急

業

務

に

関

す

る

事

務

は

、

市

町

村

の

要

請

に

基

づ

い

て

行

わ

れ

る

都

道

府

県

と

の

協

議

に

よ

り

、

当

該

市

町

村

が

処

理

す

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

は

、

当

該

都

道

府

県

と

当

該

市

町

村

と

の

連

携

協

力

体

制

を

整

備

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

救

急

医

療

の

提

供

態

勢

に

関

す

る

情

報

シ

ス

テ

ム

の

整

備

）

 

第

七

条

 

医

療

機

関

に

お

け

る

救

急

医

療

を

提

供

す

る

態

勢

に

関

す

る

情

報

を

適

切

か

つ

迅

速

に

救

急

本

部

等

に

提

供

す

る

た

め

の

情

報

シ

ス

テ

ム

を

整

備

す

る

も

の

と

す

る

。
 

（

救

急

医

療

用

自

動

車

及

び

ヘ

リ

コ

プ

タ

ー

を

用

い

た

救

急

医

療

の

提

供

）

 

第

八

条

 

救

急

医

療

に

係

る

高

度

の

医

療

を

提

供

し

て

い

る

病

院

に

、

救

急

医

療

に

必

要

な

機

器

を

装

備

し

、

傷

病

者

を

搬

送

し

、

か

つ

、

そ

の

搬

送

中

に

医

療

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

自

動

車

を

配

備

す

る

と

と

も

に

、

救

急

本

部

の

要

請

に

応

じ

て

当

該

自

動

車

を

用

い

た

救

急

医

療

を

提

供

す

る

こ

と

が

で

き

る

体

制

を

整

備

す

る

も

の

と

す

る

。

 



２
 

ヘ

リ

コ

プ

タ

ー

を

用

い

た

救

急

医

療

を

提

供

す

る

こ

と

が

で

き

る

体

制

を

整

備

す

る

も

の

と

す

る

。

こ

の

場

合

に

お

け

る

体

制

は

、

次

の

い

ず

れ

か

に

よ

る

こ

と

が

で

き

る

も

の

と

す

る

。

 

一

 

ヘ

リ

コ

プ

タ

ー

を

救

急

本

部

に

配

備

し

救

急

医

療

に

必

要

な

機

器

を

装

備

し

た

上

で

、

当

該

ヘ

リ

コ

プ

タ

ー

を

用

い

て

傷

病

者

を

搬

送

し

、

か

つ

、

そ

の

搬

送

中

に

医

療

を

行

う

こ

と

。

 

二

 

救

急

医

療

に

必

要

な

機

器

を

装

備

し

た

ヘ

リ

コ

プ

タ

ー

を

救

急

医

療

に

係

る

高

度

の

医

療

を

提

供

し

て

い

る

病

院

に

配

備

し

、

救

急

本

部

の

要

請

に

応

じ

て

当

該

ヘ

リ

コ

プ

タ

ー

を

用

い

て

傷

病

者

を

搬

送

し

、

か

つ

、

そ

の

搬

送

中

に

医

療

を

行

う

こ

と

。

 

（

隣

接

す

る

都

道

府

県

と

の

連

携

協

力

）

 

第

九

条

 

隣

接

す

る

都

道

府

県

が

救

急

業

務

に

関

し

相

互

に

応

援

す

る

た

め

に

必

要

と

な

る

連

携

協

力

体

制

を

整

備

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

緊

急

搬

送

を

必

要

と

し

な

い

傷

病

者

に

対

す

る

措

置

等

）

 

第

十

条

 

救

急

用

自

動

車

等

に

よ

る

緊

急

搬

送

を

必

要

と

し

な

い

傷

病

者

に

対

し

、

医

療

機

関

を

紹

介

し

、

又

は

そ

の

医

療

に

関

す

る

相

談

に

応

ず

る

体

制

を

整

備

す

る

と

と

も

に

、

民

間

が

実

施

す

る

傷

病

者

の

搬

送

業

務

の

利

用

を

促

進

す

る

も

の

と

 
 

五



 

六

す

る

。

 
（

救

急

本

部

に

配

置

さ

れ

る

医

師

の

養

成

等

）

 

第

十

一

条

 
救

急

医

療

に

係

る

高

度

の

医

療

を

提

供

し

て

い

る

病

院

と

の

連

携

協

力

に

よ

り

、

救

急

本

部

に

配

置

さ

れ

る

第

六

条

第

二

項

の

医

師

そ

の

他

の

救

急

業

務

に

携

わ

る

同

項

の

医

師

、

救

急

救

命

士

等

の

養

成

及

び

資

質

の

向

上

の

た

め

に

必

要

な

体

制

を

整

備

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

心

肺

そ

生

の

方

法

の

普

及

等

）
 

第

十

二

条

 

心

肺

そ

生

の

方

法

を

普

及

し

、

医

療

従

事

者

以

外

の

者

が

安

全

か

つ

容

易

に

使

用

す

る

こ

と

の

で

き

る

除

細

動

器

の

公

共

施

設

等

へ

の

設

置

を

促

進

し

、

そ

の

他

一

般

国

民

に

よ

り

救

急

処

置

が

行

わ

れ

る

こ

と

を

促

進

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

法

制

上

の

措

置

等

）

 

第

十

三

条

 

政

府

は

、

第

六

条

か

ら

前

条

ま

で

に

定

め

る

基

本

方

針

に

基

づ

く

救

急

制

度

改

革

に

関

す

る

施

策

を

実

施

す

る

た

め

必

要

な

法

制

上

又

は

財

政

上

の

措

置

そ

の

他

の

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

前

項

に

定

め

る

措

置

は

、

救

急

制

度

改

革

の

緊

要

性

に

か

ん

が

み

、

こ

の

法

律

の

施

行

後

三

年

以

内

に

講

じ

ら

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 



３
 

政

府

は

、

第

一

項

に

定

め

る

措

置

を

講

じ

た

後

に

お

い

て

も

、

救

急

業

務

と

救

急

医

療

と

の

連

携

協

力

の

強

化

に

関

す

る

地

方

公

共

団

体

の

取

組

が

円

滑

に

行

わ

れ

る

よ

う

、

地

方

公

共

団

体

に

対

し

必

要

な

財

政

上

の

措

置

そ

の

他

の

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 
 

 

第

三

章

 
救

急

制

度

改

革

推

進

計

画

 

第

十

四

条

 

政

府

は

、

救

急

制

度

改

革

に

関

す

る

施

策

の

集

中

的

か

つ

計

画

的

な

推

進

を

図

る

た

め

、

前

条

第

一

項

に

定

め

る

措

置

に

つ

い

て

の

計

画

（

以

下

「

救

急

制

度

改

革

推

進

計

画

」

と

い

う

。

）

を

定

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２

 

政

府

は

、

救

急

制

度

改

革

推

進

計

画

を

作

成

し

た

と

き

は

、

遅

滞

な

く

、

こ

れ

を

国

会

に

報

告

す

る

と

と

も

に

、

公

表

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

３

 

前

項

の

規

定

は

、

救

急

制

度

改

革

推

進

計

画

の

変

更

に

つ

い

て

準

用

す

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

 

こ

の

法

律

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

   
 

七





理

 

由

 
救

急

隊

の

出

動

件

数

が

急

増

し

、

救

急

業

務

の

高

度

化

が

求

め

ら

れ

て

い

る

と

と

も

に

、

医

療

制

度

及

び

消

防

組

織

の

改

革

等

に

よ

り

医

療

機

関

の

集

約

化

と

救

急

業

務

の

広

域

化

が

進

み

傷

病

者

の

医

療

機

関

へ

の

搬

送

が

長

距

離

に

わ

た

る

お

そ

れ

が

生

じ

て

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

救

急

業

務

と

救

急

医

療

が

異

な

る

主

体

に

よ

っ

て

行

わ

れ

両

者

の

間

の

連

携

協

力

が

十

分

で

な

い

こ

と

に

か

ん

が

み

、

救

急

制

度

改

革

を

集

中

的

か

つ

計

画

的

に

推

進

す

る

た

め

、

そ

の

基

本

的

な

理

念

及

び

方

針

、

国

の

責

務

そ

の

他

の

基

本

と

な

る

事

項

を

定

め

る

必

要

が

あ

る

。

こ

れ

が

、

こ

の

法

律

案

を

提

出

す

る

理

由

で

あ

る

。

 

 
 

九


